
名護市許田の野球場への米軍ＵＨ１ヘリコプターの不時着に関する抗議決議 

３月６日午後８時 20 分ごろ、米軍ＵＨ１ヘリコプターが名護市許田に不時着した。 

県内では、米軍のヘリコプター、オスプレイの不時着や部品落下・トラブル等が相次い

で発生している。昨年４月には 米軍嘉手納基地の中にある小学校で、米空軍第 33 救難飛

行隊所属のＨＨ60Ｗ救難ヘリが学校内に着陸する際、米軍ヘリコプターの風圧で見学中の

日本人の女性教員が倒れ、頭を打って死亡する重大事故も発生している。米空軍が定める

ヘリとの安全距離 500 フィート（約 150 メートル）を遵守していなかったことが事故原因

と認定されている。 

今回の場所は、住宅地とは約 30 メートルしか離れていない野球場で、少年野球チームが

ナイター練習中のところにヘリが降下し、子どもたちが驚き、ベンチなど周辺に走って逃

げ込む事態で、安全距離も十分確保されておらず、一歩間違えれば、大参事につながりか

ねない状況は断じて容認できるものではない。 

本市議会は、米軍機の事故・トラブル等のたびに、米軍や関係機関に繰り返し厳重に抗

議及び要請を行ってきたにもかかわらず、米軍は安全確認ができたとして飛行再開を強行

し、事故・トラブル等を繰り返す現状は、米軍の航空機整備や安全管理体制の構造的な不

備を指摘せざるを得ない状況となっている。 

このままでは取り返しのつかない重大事故が起きるのではないか、との不安と恐怖の声

が高まり、市民・県民の怒りと憤りは頂点に達している。 

日米両政府は、より強い当事者意識を持って、米軍機の点検整備や安全管理体制を厳重

に見直すべきである。よって本市議会は、市民・県民の生命と財産を守るため、少年野球

チームが練習中の野球場への米軍ＵＨ１ヘリコプターの不時着に対して厳重に抗議をする

とともに、関係機関へ下記事項の実施を強く求める。 

記 

１ 原因究明、再発防止策が確立されるまで、同型機の飛行訓練を一切中止すること。 

２ 市街地上空での米軍機の飛行を中止すること。 

３ 事故・事件等の発生時に、県民への迅速で正確な通報と情報公開を徹底すること。 

４ 県内配備の全米軍機において、点検整備及び運用の検証を行い、実効性のある事故再

発防止策を講じること。 

５ 日米地位協定を抜本的に改定すること。 

６ 危険性除去に向けて、米軍普天間飛行場を絶対に固定化せず、県民の強い願いである

一日も早い閉鎖・返還と速やかな運用停止、在沖米軍基地の整理縮小を図ること。 

以上、決議する。 

令和８年（ 2026 年）３月 17 日                 那 覇 市 議 会 

決議あて先：米国大統領、米国国防長官、米国国務長官、駐日米国大使、 

在日米軍司令官在日米軍沖縄地域調整官、在沖米海兵隊太平洋基地司令官、 

在沖米国総領事 


